
 

 
 

令和６年度内部監査の実施状況について 

（令和７年 1月 21 日現在） 

 

監査対象 

官 署  
監査実施日 主な監査項目 監査結果の概要 講ずる(じた)措置 

千葉労働局管内 

労働基準監督署  

８ 署 

 

公共職業安定所 

１３ 所 

 

局内部課室 

  ５部課室 

令和６年７月４日 

から１１月２１日 

・物品管理に関する事項 

・会計事務処理体制に関する事項 

・出勤簿、休暇承認簿に関する事項 

・非常勤職員関係 

・超過勤務手当、通勤手当、特殊勤務

手当に関する事項 

・業務命令による外出に関する事項 

・旅行命令簿等の処理状況に関する 

事項 

・官用車使用簿等の整備状況に関する 

 事項 

・郵便物関係に関する事項 

・既往監査、検査等の指摘指示事項の

是正改善状況 

・現金出納・債権管理に関する事項 

・経費節減対策の状況 

概ね適正な事務処理が行われていることが認めら

れた。なお、軽微な事務処理誤りについては即時に

是正させたが、下記事項については事務処理の改

善が必要と認められた。 

 

［超過勤務手当等に関する事項］ 

・超過勤務手当事務処理に誤りが認められた。 

・特殊勤務手当事務支給処理に誤りが認められた。 

 

［外出・出張に関する事項］ 

・官用車使用後のチェック項目に新様式が用いられ

ておらず、一部チェック不十分な項目が認められた。 

 

［現金出納に関する事項］ 

・小切手汚損廃棄処理に不備が認められた。 

各事務処理手順の再確認及び周知に努め適正

な事務処理を行うことを徹底した。 

 

 

・関係書類について是正処理及び手当等の支給処 

理を行い、確認誤り防止のため複数による照合を 

行うことを徹底した。 

 

・関係書類について是正処理を行い、適正な官用車

運用を行うことを徹底した。 

 

 

・関係書類について是正処理を行い、適正な事務処 

理を徹底した。 

 

 


